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医療法人仁悠会 介護老人保健施設カルチェ住吉川 

老人保健施設運営規程 

 

第１章  施設の目的及び運営方針 

（事業の目的） 

第１条   この規程は、医療法人仁悠会 介護老人保健施設カルチェ住吉川（以下「事業所」という。において実施

する介護老人保健施設（以下「施設」という。）、の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理

に関する事項を定め、事業所の医師、薬剤師、看護職員、介護職員、支援相談員、理学・作業療法士、管

理栄養士、介護支援専門員、事務員（以下「介護老人保健施設従事者」という。）が、要支援状態の入所者

に対し、適切な介護老人保健施設を提供することを目的とする。 

 

（運営方針） 

第２条   この施設が実施する事業は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下の下における介護及び機

能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じた自立

した日常生活を営むことができるようにすることとともに、居宅における生活への復帰を目指するものとす

る。 

 

２ 入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 

 

３  明るく家庭的雰囲気を有し､地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村､居宅介護支援事業者､

居宅サービス事業者､他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な

連携に努めるものとする。 

 

４  前３項のほか、「介護老人保健施設の事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年厚

生省令第４０号）」に定める内容を遵守し、事業を実施するものする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条  事業を行う施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１） 名 称    医療法人仁悠会 介護老人保健施設 カルチェ住吉川 

（２） 所在地    大阪府大阪市住之江区北加賀屋１丁目１１番２０号 

 

                         第２章  従業者の職種、員数及び職務の内容 

（従業者の員数） 

第４条  施設に次の職員をおく。 

                     常勤換算後の人員数 

         １．施設長         1     人（医師と兼務） 

 ２．医師          1 ．３    人 

         ３．薬剤師         ０.５人 

         ４．看護職員       １２．５     人 

         ５．介護職員       ２５．８     人 

         ６．支援相談員       1     人 

 ７．理学・作業療法士    ５ 人 

８．事務職員        ２.７   人 
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        ９．管理栄養士       1    人 

１０．介護支援専門員     ２    人 

１１．調理員          委 託 

 

（職務内容） 

第５条  職員の職務内容は、次の通りにする。 

        １．施設管理者は、施設の業務を統括し執行する。 

        ２．医師は、施設管理者の命を受け利用者の健康管理及び医療の処置に適切なる処置を講ずる。 

        ３．薬剤師は、施設管理者の命を受け利用者の薬剤管理業務を行う。 

        ４．看護職員は、施設管理者の命を受け利用者の保健衛生並びに看護業務を行う。 

        ５．介護職員は、施設管理者の命を受け利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。 

        ６．支援相談員は、施設管理者の命を受け利用者などに相談指導業務を行う。 

        ７．理学・作業療法士は、施設管理者の命を受け利用者に対する理学療法業務を行う。 

        ８．事務員は、施設管理者の命を受け事務の処理を行う。 

        ９．管理栄養士は、施設管理者の命を受け利用者及び家族に対して栄養相談指導業務を行う。 

       １０．介護支援専門員は、施設管理者の命を受け利用者の施設介護計画等の作成を行う。 

 

     （勤務体制の確保） 

第６条  施設は、入所者などに対し、適切な介護サービスを提供できるよう、職員の体制を定めておかなければ

ならない． 

２   施設は、カルチェ住吉川の職員によって介護サービスを提供しなければならない。 

 

                           第３章  入所者の定員 

     （定  員） 

第７条  施設の定員は、一般入所者 ８６人 認知症棟４０人 

 

     （定員の順守） 

第８条  施設は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他やむを得ない

事情がある場合は、この限りでない。 

 

      （入退所） 

第９条  施設は、その身体の状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし看護、医学的管理下の下におけ

る看護及び機能訓練その他の必要な医療等が必要であると認められる者を対象に、介護保健施設サービス

を提供するものとする。 

 

２   施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒んではならない。 

 

３   施設は、入所申込者の病状等を勘安し、入所申込者に対し自ら必要なサービス提供することが困難であ

ると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

 

４   施設は、入所申込者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めなければならない。 

 

５   施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生
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活を営むことができるか定期的に検討しなければならない。 

 

６   検討に当っては、医師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなけれ

ばならない。 

 

７   施設は、入所者の退所に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、退所後の

主治医の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 

（診療の方針） 

第 10 条  医師の診療は、次に掲げるところによるものとする。 

１. 診療は、一般に医師として診療の必要があると認められる疾病または負傷に対して、的確な

診断を基とし、療養上妥当適切に行う。 

２．診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者などの心身の状態を観察し、高齢者

の心理が健康に及ぼす影響を十分考慮して、心理的な効果をも上げることができるように適

切な指導を行う。 

３．常に入所者等の病状及び心身の状態並びにその置かれている環境等の的確な把握に努め、入

所者又はその家族等に対し、適切な指導を行う。 

４．検査、投薬、注射、処置等は、入所者等の症状に照らし妥当適切に行う。 

５．特殊な療法または新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行っては

ならない。 

６．別に厚生労働大臣が定める医薬品以外のものを入所者に使用し、または、処方してはならな

い。 

 

第４章 入所者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用 

(介護保健施設サービスの内容） 

第 11 条 施設サービス計画に基づいて、看護・医学的管理下における介護及び機能訓練その他の医療並びに

日常生活上の世話を行うことにより､入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるようにすることとともに､その者の居宅における生活への復帰を目的とし､また在宅での生活が

できるかを定期的に検討し､退所時には､本人や家族に適切な指導を行うとともに､退所後の主治医や

居宅支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。 

 

    介護老人保健施設の内容は、次のとおりとする。 

      （１） 施設サービス計画の作成 

      （２） 療養上必要な事項についての指導及び説明 

      （３） 機能訓練 

      （４） 入  浴 

      （５） 食  事 

      （６） レクリエーション行事 等 

 

     （利 用 料） 

第 12条 入所者から利用料の一部として施設サービス費用基準額から施設に支払われる施設介護サービス費

の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。 
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２  施設は、法定代理受領サービスに該当しない施設サービスを提供した際に入所者から支払を受ける

利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならな

い。 

 

３  前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 

１． 食事の提供に要する費用については、別紙「施設入所料金表」に記載する額を１日につき徴収

する。 

  ２．居住に要する費用については、別紙「施設入所料金表」に記載する額を１日につき徴収する。   

３． 厚生労働大臣の定める基準に基づき､利用者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴

い必要となる費用については、別紙「施設入所料金表」に記載する額を１日につき徴収する。 

４．入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用は、実費で徴収する。 

５． 理美容代については､利用内容により別紙「施設入所料金表」に記載する額を徴収する。 

６． 日常生活おいて通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認めら

れる費用は、別紙「施設入所料金表」に記載する内容及びその額を徴収する。 

７． 上記、1・２について、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けられている方は、認定証に記載

されている負担限度額を徴収する。 

８． 上記、２について、平成１７年１０月１日以前より個室を１ヶ月以上利用され、かつ室料の支払を

必要とされていない方については、当分の間、多床室の費用の額の支払を受ける。 

９．上記、２について、外泊中は居住費を徴収いたします。 但し、外泊中のベッドを短期入所療養介

護に利用する場合は、入所者から居住費を徴収せず、短期入所療養介護利用者より短期入所の滞在

費を徴収する。 

 

４ 施設は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当っては、あらかじめ、入所者又はその家族に

対してサービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

      ５  施設は、第３項各号に定める利用料について、経済状況の著しい変化やその他やむを得ない事由がある

場合、入所者に対して変更を行う日の１ヶ月前までに説明を行い、当該利用料を相当額に変更する。 

 

                       第５章 施設利用に当っての留意事項 

     （衛生保持） 

第 13条  利用者は、施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のため施設に協力しなければならない。 

 

      （身上変更の届出） 

第 14条  利用者は家族関係などに変更が生じたときは、速やかに施設に届け出なければならない。 

 

     （施設内禁止行為） 

第 15条  利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。 

１．宗教や習慣の相違などで他人を攻撃し、または自己の利益のために他人の自由を侵すこと。 

２．喧嘩もしくは口論をなし、泥酔しまたは楽器などの音を大きく出して静穏を乱し、他の利用者の

迷惑を及ぼすこと。ただし、ラジオ、テレビ、ＣＤ等の視聴時間については別に定める。 

３．指定した場所以外で火気を用い、または寝室もしくは寝具の上で喫煙すること。 

４．故意に、施設もしくは物品に障害を与え、またはこれらを施設以外に持ち出すこと。 
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５．金銭または物品の頼み事をすること。 

６．施設内の秩序、風紀を乱しまたは安全衛生を害すること。 

７．無断で備品の位置、または形状を変えること。 

 

                         第６章   非常時災害対策 

(非常時災害対策) 

第 16条  管理者は、自然災害、火災、その他の防災対策について、計画的な防災訓練と設備改善を図り、入所者の

安全に対して万全を期さなければならない。 

 

２  前項の実施について少なくとも年２回以上の避難訓練を実施し、うち１回は夜間を想定した訓練を行う

ものとする。 

 

                 第７章   その他施設の管理に関する重要事項 

      （施設サービス計画の作成） 

第 17条  管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

 

２   計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当っては、適切な方法により入所者について、

その有する能力その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者

が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

 

３   計画担当介護支援専門員は、入所者及びその家族の希望、入所者について把握された解決すべき課題並

びに医師の治療の方針に基づき、入所者に対する施設サービスの提供に当たる他の従業者と協議の上､サ

ービスの目標及びその達成時期サービスの内容、サービスを提供する上で留意すべき事項等を記載した施

設サービス計画の原案を作成しなければならない。 

 

４   計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案について、入所者にたいして説明し、同意を得な

ければならない。 

 

５   計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、施設サービスの提供に当たる他の

従業員との連絡を継続的に行うことにより、施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、入所者

についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。 

 

     （内容及び手続の説明及び同意） 

第 18条 施設は、サービス提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、勤

務の体制、その他入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明

を行い、入所申込者の同意を得なければならない。 

 

      （受給資格の確認） 

第 19条   介護老人保健施設サービスの提供を求められた場合は､ その者の提示する被保険者証によって､ 被保険

者資格､ 要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。 

 

２  被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会の意見に配慮して介護保健施設

サービスを提供するようにつとめる。 
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     （要介護認定等の申請に係る援助） 

第 20条  施設は、入所の際に、要介護認定等を受けていない入所申込者については、要介護認定等の申請が既に

行なわれているかどうかを確認し、申請が行なわれていない場合は、入所申込者の意向を踏まえて速やか

に申請が行なわれるよう必要な援助を行なわなければならない。 

 

２  施設は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定等の有効期限が終了する

三十日前にはなされるよう、必要な援助を行なわなければならない。 

 

     （入退所の記録の記載） 

第 21条   施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保健施設の種類及び名称を、退所に際し

ては、退所の年月日を、被保険者証に記載しなければならない。 

 

     （介護保健施設サービスの取扱方針） 

第 22条   施設サービスは、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏

まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。 

 

２  施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われな

ければならない。 

 

３  施設の従業者は、施設サービスの提供に当っては、親切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、療

養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない｡ 

 

４  施設は、施設サービスの提供に当っては、入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってははらない。 

 

５  施設は、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければなら

ない。 

      

（必要な医療の提供が困難な場合の処置等） 

第 23条  施設の医師は、入所者の症状からみて老人保健施設カルチェ住吉川において必要な医療を提供すること

が困難であると認めたときは、協力病院、その他適当な病院もしくは診療所への入院のための処置を講じ、

または他の医師の対診を求めるなど診療についての適切な措置を講じなければならない。 

 

２  施設の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、または入所者を病院もしくは診療所に通院させて

はならない。 

 

３  施設の医師は、入所者のために往診を求め、または病院もしくは診療所に通院させる場合には、病院ま

たは診療所の医師に対し、入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。 

 

４  施設の医師は、入所者が往診を受けた医師または歯科医師又は、入所者が通院した病院もしくは診療所

の医師から入所者の療養上必要な情報を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければなら

ない。 
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      （機能訓練） 

第 24条   機能訓練は入所者の心身の諸機能の改善または維持を図るため、日常生活の自立を助けるため、理学療

法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。 

 

      （看護及び医学管理下における介護） 

第 25条   看護及び医学管理下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の病

状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。 

 

２  施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。 

 

３  施設は、入所者の病状及び心身に応じ、適切の方法により、排泄の自立について必要な援助を行わなけ

ればならない。 

４  施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

 

５  施設は、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

 

６  施設は、入所者に対して、入所者の負担により、施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせ

てはならない。 

        

（食事の提供） 

第 26条   入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体状況や病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な

時間に行わなければならない。 

 

２  入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行わなければならない。 

 

     （相談及び援助） 

第 27条   施設は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はそ

の家族に対しその相談に応じるとともに、適切な助言その他の援助を行わなければならない。 

 

（その他のサービスの提供） 

第 28条   施設は、入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。 

 

２  施設は、入所者の家族との連携を図るとともに入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努め

なければならない 

 

      （入所者に関する市町村への通知） 

第 29条   施設は、介護保健施設サービスを受けている入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見

を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

 

１． 正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の

程度を増進させたと認められるとき。 

２． 偽り、その他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 
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（掲示） 

第 30条   施設は、施設の見やすい場所に、運営規程の概要、勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 

      （秘密保持等） 

第 31条  施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはなら

ない。 

 

２  施設の従業員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら

すことがないよう必要な措置をとる。 

 

３  施設は、居宅介護支援事業者に対して、入所者に関する情報を用提供する際は、あらかじめ文書により

入所者の同意を得ておかなければならない。 

      

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第 32条  施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に当施設を紹介することの対償として金品

その他の財産上の利益を供与してはならない。 

 

２  施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介することの対償として

金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

      

     (身体的拘束の原則禁止) 

第 33条  施設は、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはなら

ない。 

    

   ２ 施設は、やむを得ず入所者の行動を制限した場合、施設の医師が、その態様及び時間、その際の利用者 

    の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載しなければならない。 

     

（虐待防止に関する事項） 

第 34条 施設は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講じるものとする。 

 

（1） 従業者に対する虐待を防止するための研修の実施 

（2） 入所者及びその家族からの虐待等に関する苦情処理体制の整備 

（3） その他虐待防止のために必要な措置（虐待防止に関する責任者の選定及び委員会の設置） 

    

２ 施設は、サービス提供中に当施設又は擁護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を

受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

 

 

（苦情処理） 

第 35条  施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、必

要な措置を講じる。 

          １．苦情窓口の設置 



 - 9 - 

          ２．苦情処理担当者の設置 

          ３．苦情の検討と改善を図る 

 

２  市町村が行う文書その他の物件の提出提示の求め又は、市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、

及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた

場合においては、指導又は肋言に従って必要な改善を行う。 

 

３  国民健康保険団体連合が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、指導又

は助言に従って必要な改善を行う。 

 

     （事故発生時の対応） 

第 36条   施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、

利用者の、家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。 

 

２  施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行わなければならない。 

       

（記録の整備） 

第 37条  施設は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

          １．管理に関する記録 

            ①  事業日誌 

            ②  職員の勤務状況、給与、研修などに関する記録 

            ③  月間及び年間の事業計画及び事業実施状況表 

 

          ２．施設サービス計画に関する記録 

            ①  施設サービス計画書 

            ②  週間サービス計画書 

            ③  サービス担当者会議の要点 

 

          ３．施設療養その他のサービスに関する記録 

            ①  入所者などの台帳（病歴、生活歴、家族の状況などを記録したもの） 

            ②  入所者などのケース記録 

            ③  診察、看護、介護、機能訓練などの日誌 

            ④  診療記録など診療に関する記録 

            ⑤  献立及び食事に関する記録 

 

          ４．会計経理に関する記録 

 

          ５．施設及び構造設備に関する記録 

 

（研  修） 

第 38条  本事業所は、職員の資質向上のために研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても

検証、整備する。 
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     （衛生管理） 

第 39条  施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め衛生

上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機用具の管理を適正に行わなければならない。 

２  施設は、入所者に対する施設サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から二年間保存し

なければならない。 

        １．衛生知識の普及指導及び生活習慣の確立 

        ２．年１回以上の大掃除 

        ３．年１回の簡易水道「定期検査」と受水槽の清掃 

【 日常点検  水の外観検査（随時）  残留塩素の測定(随時） 】 

      ４．年１回以上の消毒 

        ５．その他必要なこと 

 

     （協力病院） 

第 40条  施設は、あらかじめ、協力医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

 

２   施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

 

     （その他） 

第 41条  この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

     （施  行） 

第 42条  この規定は、平成２４年３月１日から施行する。 

附則  この規定は、平成２６年２月１日から施行する。 

附則  この規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

附則  この規定は、平成２７年４月１日から施行する。 

附則  この規定は、平成２７年８月１日から施行する。 

附則  この規定は、平成２９年４月１日から施行する。 

附則  この規定は、平成２９年８月１日から施行する。 

附則  この規定は、令和２年１０月１日から施行する。 
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〔サービス利用料金（1日あたり）〕   入   所 

下記の料金表によって、要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費を除いた金額（自己

負担額）の合計金額をお支払い下さい。（下記サービスの利用料金は、要介護度に応じて異なります。） 

 

     ２･４人室の場合 

要介護度 １ ２ ３ ４ ５ 

費用単位(基本型) 

 ※1  (強化型) 

７７５単位 

８２２単位 

８２３単位 

８９６単位 

８８４単位 

９５９単位 

９３５単位 

１０１５単位 

９８９単位 

１０７０単位 

     

     １人室の場合 

要介護度 １ ２ ３ ４ ５ 

費用単位(基本型) 

※1 (強化型) 

７０１単位 

７４２単位 

７４６単位 

８１４単位 

８０８単位 

８７６単位 

８６０単位 

９３２単位 

９１１単位 

９８８単位 

 

※ 地域調整 1単位 単価 10.72 円 

      介護保険負担割合証に記載されている割合分(1割又は２割、３割)がお支払いの金額となります。

但し、高額介護サービス費受領委任払承認通知書(下記)に記載されている額が 1カ月の上限とな

ります。 

 

高額介護サービ

ス費 

【第 1段階】 

15,000 円/月額 

【第 2段階】 

15,000 円/月額 

【第 3段階】 

24,600 円/月額 

【第 4段階】 

44,400 円/月額 

【第 5段階】 

44,400 円/月額 

※ 計算の端数処理により一致しない場合があります。 

 

 

加 算 ○ 入所後３０日間に限って、上記サービス費単位に 30単位／日加算されます（初期加算）。 

    ○ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 

別紙※1 の表の値の合計が 40 以上 60未満の場合に 1日につき 34 単位加算されます。 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 

別紙※1 の表の値の合計が 70 以上場合に 1日につき 46 単位加算されます。 

○ 入所前後に、当施設の職員が訪問させて頂くことがあります。その場合 450単位／日が 

  加算されることがあります。 

○ 退所時に主治医に文書を添えて紹介を行った場合に 500単位加算されます。 

○ 居宅介護支援業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合に 500単位加算

されます。 

     ○ 栄養マネジメント加算 14 単位／日 がサービス費単位に加算されます。 

     ○ 経口維持加算（Ⅰ）400単位／月 （Ⅱ）100単位／月加算されます。 

     ○ 療養食（心疾患食・糖尿病食等）を提供した場合、サービス費単位に６単位／回が加算されま

す。  

     ○ 理学・作業療法士による短期集中リハビリテーション（入所後３カ月間）を行った場合、サー

ビス費単位に 240単位が加算されます。 

     ○ 夜勤職員配置加算 24 単位／日がサービス費単位に加算されます。 
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     ○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 18 単位／日（Ⅰ）ロ 12 単位／日（Ⅱ）6 単位／日（Ⅲ）

6 単位／日のいずれかがサービス費単位に加算されます。 

     ○ 口腔衛生管理体制加算 30単位／月 

     ○ 若年性認知症のご利用者様の場合、120単位／日が加算される場合があります。 

     ○ 一定の治療等を施設内で行なった場合、所定疾患施設療養費(Ⅰ、又はⅡ)として 239(480)単

位／日が加算される場合があります（7日間上限）。 

     ○ 認知症等により緊急に入所したと認められる場合、200単位／日が加算される場合があ 

ります（7日間上限）。 

○ 外泊をされた際は一ヶ月に 6日を限度として所定単位数に代えて 1日 362 単位算定する。 

ただし、外泊の初日及び最終日は算定できない。 

○ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）として、全ての単位数の合計に 1000 分の 39に相当する単位数が

加算されます。 

○ 介護職員特定処遇改善加算（Ⅱ）として、全ての単位数の合計に 1000 分の 17に相当する単位

数が加算されます 

＊ その他加算等がございますのでご利用内容によって異なります。また、施設状況により変更が

ございます。 

注：１  地域調整 1単位 単価 10.72 円  

  

☆ 要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきま

す。 要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(賞

還払い） 

☆ 要支援及び自立と判定された場合は、全額自己負担となります。 

☆ ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を

交付します。 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変

更します。 

☆ 外泊される場合は１ヶ月に 6日を限度として、外泊費用と居住費を頂きます。 

  外泊により居室を空ける場合はショートステイとして居室を利用させて頂く場合があります。

ショートステイを利用させて頂く際には、居住費はかかりません。 

 

※1 下記要件の値に応じて算定します 

70 以上→強化型＋在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）下段を算定 

60 以上→強化型 下段を算定 

40 以上→基本型＋在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）上段を算定 

20 以上→基本型 上段を算定 
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（２）介護保険の給付の対象とならないサービス 

 

       <サービスの概要と利用料金＞ 

食事の提供に要する費用 

        

  １，３９２円／1 日 【朝食 ２８４円 昼食 ５２４円 おやつ ６０円 夕食 ５２４円】  

 

        ・当施設では､管理栄養士の立てる献立表により､栄養並びにご利用者の身体の状況及び嗜好を考慮

した食事を提供します。 

・ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 

     （食事時間）※時間は若干前後する事があります 

      朝食:8:00～9:00 昼食:12:00～13:00 おやつ:15:00～15:30  夕食:18:00～19:00 

    

 

居住に要する費用 

       【 ４人室   ４２０円／１日 】 【 １人室  １，６６８円／１日 】 

     ・原価償却費、設備維持費、大規模改修費、光熱水費等の施設運営に係る諸費用です。 

 

負担限度額区分 

 

 

   食   事 

 

居  住  費 

４人室   １人室 

第 １ 段階 ３００円／１日 ０円／１日 ４９０円／１日 

第 ２ 段階 ３９０円／１日 ３７７円／１日 ４９０円／１日 

第 ３ 段階 ６５０円／１日 ３７７円／１日 １，３１０／１日 

第 ４ 段階 １，３９２円／１日 ４２０円／１日 １，６６８／１日 

第 ５ 段階 １，３９２円／１日 ４２０円／１日 １，６６８／１日 

※ 介護保険負担限度額認定証を交付された方のみ適用 

     

 

 

 

 

在宅復帰%在宅療養支援等指標
下記評価項目3456789:;項目8応=>値3最高値BCD7
4在宅復帰復帰率 FDG超IJD KDL超IMD KDG以下ID
OPQR回転率 MDG以上IJD FG以上IMD FG未満ID
X入所前後訪問指導割合 KDG以上IMD MDG以上IF MDG未満ID
b退所前後訪問指導割合 KDG以上IMD MDG以上IF MDG未満ID
d居宅fghijk実施数 KfghijIF JfghijIK MfghijIJ DfghijID
opq専門職k配置割合 F以上IF K以上IK K未満ID
w支援相談員k配置割合 K以上IF J以上IK J未満ID
{要介護�又��k割合 FDG以上IF KFG以上IK KFG未満ID
�喀痰吸引k実施割合 MDG以上IF FG以上IK FG未満ID
6経管栄養k実施割合 MDG以上IF FG以上IK FG未満ID
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その他の日常生活費等 

   教養娯楽費(希望参加) 材料費の実費       (内容及び参加料金は事前にお知らせいたします)                                  

日用品費 実  費          (個別に希望する日用品) 

そ
の
他 

電気代 

64円(税込)／1 日     (個人専用の家電製品を使用される場合) 

写真・複写物代 

21円(税込)／1枚     (個別に希望する場合) 

文書料 

1,080円(税込)／1通   (個別に希望する場合) 

特別なサービスの費用 

室
料 

個室 4,320(税込)／１日 

  

理
美
容
代 

カット・ブロー 1,640円 パーマ 3,800円  【カット別】 

顔そり 600円 毛染め 3,800円  【カット別】 

シャンプー 600円 ヘアマニュキュ

ア 

3,800円  【カット別】 

ベッドカット 2,200円   

＊ 経済状況の著しい変化その他やむ得ない事由がある場合､相当な額に変更することがあります。 

 

 

 

 


